
１ 趣旨 

  横浜市市税条例（昭和 25年８月横浜市条例第 34号）の一部改正に伴い、横浜市市税条

例施行規則（昭和 25年 12月横浜市規則第 80号）の一部を改正しました。 

 

２ 改正の概要 

横浜市市税条例の一部を改正する条例（令和７年４月横浜市条例第 31号）により、新

基準原動機付自転車（総排気量が 125cc 以下の原動機付自転車で最高出力を現行の第一

種原動機付自転車と同等レベルに制御したもの）に係る軽自動車税種別割の税率が 2,000

円（第一種原動機付自転車と同額）となりました（横浜市市税条例第 73条第１号）。 

当該改正規定の施行に合わせて、関連する様式の整備を行いました（第 66号様式（そ

の１）、第 70号様式（その１）及び第 70号様式（その２））。 

 

３ 公布日及び施行日 

(1)  公布日 

令和７年４月１日 

(2)  施行日 

令和７年４月１日 


